
大阪府地震防災アクションプランの改訂に向けて（案） 資料３ 

【基本的考え方】 

○ 現行のアクションプラン（以下、「ＡＰ」という）は、上町断層帯地震及び東南海・南海地震の 

 被害想定を対象として、大阪府の被害軽減対策を取りまとめ（平成21年1月） 

 （「将来ビジョン・大阪」の実行計画「災害がきても大丈夫！大阪づくり戦略」に位置付け） 
 

○ 南海トラフ巨大地震を踏まえて修正した大阪府地域防災計画に基づき、早急にＡＰの改訂を行う 

 

【改訂の方向性】 

統 括  小 河 副 知 事 

チーム長 中村危機管理監 

災害対策課 

 大阪府地震防災アクションプラン改訂チーム（推進本部幹事課をベース） 

※統括（小河副知事）が検討テーマに応じて、事業課の参加や実務者レベル同士の協議の場を指示 

※事務局：危機管理室（防災企画課） 

府警本部 
総務課、交通規制課、警備課 

大阪府防災・危機管理対策推進本部 

消防保安課 

政策企画総務課 企画室政策課 大阪府市大都市局 
総務企画担当 

法務課 財政課 府民文化総務課 

福祉総務課 健康医療総務課 商工労働総務課 

環境農林水産総務課 事業管理室 住宅まちづくり総務課 

会計総務課 教育総務企画課 

防災企画課 

○ 部局別の施策例 
・減災目標の達成期間は、国の「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成26年3月）が設定した概ね10年間で 

 対策完了をめざす 

・上記課題（検討する中で変更の可能性あり）を踏まえて、それぞれのリスクの特定を行い、施策内容を整理 

・各施策について、緊急性や重要度等を考慮しながら重み付けを行い、施策ごとに具体的な目標、達成期間 

 （例：3年、5年、10年)、工程表を設定 

【スケジュール】 

基本方針 課題（南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会報告）

Ⅰ 命を守る

Ⅱ 命をつなぐ

Ⅲ 必要不可欠な行政機能

の維持

Ⅳ 経済活動の機能維持

Ⅴ 迅速な復旧・復興

①地震による倒壊や火災から人命を守るとともに、被害を軽減する

②津波や堤防破壊等による浸水から人命を守るとともに、被害を軽減する

③「逃げる」対策の総合化や充実・強化により、人命を守るとともに、被害を軽減する

④一人ひとりの主体的な行動により、自らの命を守るとともに、被害を軽減する

⑤地域防災力の向上により、人命を守るとともに、被害を軽減する

⑥要救助者等に対する迅速かつ適切な救助・救急、医療活動の実施により、
人命を救うとともに、安全・安心を確保する

⑦避難行動要支援者の人命を守るとともに、安全・安心を確保する

⑧帰宅困難者の人命を守るとともに、安全・安心を確保する

⑨食糧・物資等の確保・供給により、避難者（自宅避難含む）の安全・安心を確保する

⑩避難生活・被災地生活のＱＯＬを向上させる

⑪必要不可欠な行政機能を維持する

⑫近隣府県が同時被災した場合に備え、広域的防災体制をさらに拡大・強化する

⑬被災情報の一層迅速かつ正確な収集・共有・提供が可能となるよう体制を強化する

⑭府民の安全・安心の確保、迅速な復旧へつなげるため、二次災害を最大限防止する

⑮日本の経済活動の拠点の一つである「大都市・大阪」の経済活動を機能不全に陥れない

⑯生活・経済活動に必要最低限のライフライン・交通施設等を確保し、早期復旧につなげる

⑰被災者の生活、被災したまちが迅速に再建・回復できるよう条件を整備する

基本理念 『減災』（被害の最小化及びその迅速な回復を図る）

【改訂の検討体制】 
・全庁にまたがる広範かつ難易度の高い諸課題について、高度の総合調整を図りながら、今年度末目途の短期間 

 に取りまとめを行うため、小河副知事が統括となり、危機管理監が補佐する「大阪府地震防災アクションプラ 

 ン改訂チーム」を設置し、強力に推進 

・構成員は、各部局内事務事業を包括的に政策調整する総務課を基本とするが、小河副知事の指示の下、検討テ 

 ーマに応じて、各部局事業課の参加や実務者レベル同士の協議の場を設ける等、柔軟に対応し、改訂を進める 

 

〔設置日：平成26年４月30日〕 


